	入社誓約書



みなと商事株式会社　代表取締役　鈴木 一郎　殿
このたび貴社に入社するにあたり、下記の事項を遵守することを誓約いたします。
1. 就業規則および諸規程を遵守し、上長の指示に従って誠実に勤務します。
2. 業務上知り得た会社・取引先・顧客の秘密および個人情報を、在職中はもちろん退職後も第三者に漏らしません。
3. 提出した履歴書その他の書類の記載内容に虚偽がないことを確認します。
4. 会社の信用や名誉を損なう行為（SNS等での情報発信を含む）を行いません。
5. 故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は、誠実に対応します。

令和　年　月　日
	住所
	

	氏名
	



※ 誓約事項は必要最小限にとどめる（職種に関係ない項目の盛り込みすぎは反発を招く）。宛名は会社名＋代表者名、署名は本人の自署が基本（自署があれば押印なしでも書類として成立）。賠償額をあらかじめ定める条項は労働基準法第16条違反で無効。秘密保持を特に重視する職種は、別途「秘密保持誓約書」を作成するのが一般的。


	入社誓約書



みなと商事株式会社　代表取締役　鈴木 一郎　殿
このたび貴社に入社するにあたり、下記の事項を遵守することを誓約いたします。
1. 就業規則および諸規程を遵守し、上長の指示に従って誠実に勤務します。
2. 業務上知り得た会社・取引先・顧客の秘密および個人情報を、在職中はもちろん退職後も第三者に漏らしません。
3. 提出した履歴書その他の書類の記載内容に虚偽がないことを確認します。
4. 会社の信用や名誉を損なう行為（SNS等での情報発信を含む）を行いません。
5. 故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は、誠実に対応します。

令和8年4月1日
	住所
	横浜市西区みなと町1-2-3

	氏名
	山田 太郎　㊞



※ 誓約事項は必要最小限にとどめる（職種に関係ない項目の盛り込みすぎは反発を招く）。宛名は会社名＋代表者名、署名は本人の自署が基本（自署があれば押印なしでも書類として成立）。賠償額をあらかじめ定める条項は労働基準法第16条違反で無効。秘密保持を特に重視する職種は、別途「秘密保持誓約書」を作成するのが一般的。




